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古
文
書
が
語
る
竹
島
問
題 

 
 
 

 
 
 

２
０
０
８
／
９
／
２
８ 

は
じ
め
に 

江
戸
時
代
の
竹
島
（
磯
竹
島
）
は
現
在
の
蔚
陵
島 

現
代
の
竹
島
は
江
戸
時
代
に
は
松
島
と
い
っ
た
。 

明
治
時
代
以
降
に
島
名
が
変
っ
た
。 

 

１
、
鎖
国
は
な
か
っ
た 

 
 

江
戸
幕
府
の
初
期
対
外
政
策 

 
 

 

キ
リ
ス
ト
教
禁
止→

 

通
行
国
の
制
限→

 

日
本
人
の
渡
航
禁
止
と
帰
国
の
制
限→

 
 

ポ
ル
ト
ガ
ル
追
放 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⇒

 

対
外
政
策
の
流
れ 

慶
長
十
七
年
（
一
六
一
二
） 

 

幕
府
領
を
対
象
に
キ
リ
ス
ト
教
禁
止 

慶
長
十
八
年
（
一
六
一
三
） 

 

キ
リ
ス
ト
教
禁
止
を
全
国
に
拡
大 

元
和
二
年
（
一
六
一
六
） 

 
 

中
国
以
外
の
外
国
船
の
入
港
を
長
崎
・
平
戸
に
制
限 

元
和
九
年
（
一
六
二
三
） 

 
 

イ
ギ
リ
ス
の
平
戸
商
館
閉
鎖 

元
和
十
年
（
一
六
二
四
） 

 
 

幕
府
ス
ペ
イ
ン
と
断
交 

寛
永
八
年
（
一
六
三
一
） 

 
 

奉
書
船
制
限
を
開
始
し
、
海
外
渡
航
を
制
限 

寛
永
十
年
（
一
六
三
三
） 

 
 

海
外
在
住
五
年
以
上
の
日
本
人
の
帰
国
を
禁
止 

寛
永
十
一
年
（
一
六
三
四
） 

  

右
に
ほ
ぼ
同
じ 

寛
永
十
二
年 (

一
六
三
五)  

 
 

日
本
人
の
海
外
渡
航
禁
止
と
海
外
在
住
の
日
本
人
の
帰

国
禁
止
、
中
国
船
の
入
港
を
長
崎
に
限
定 

  

寛
永
十
三
年
（
一
六
三
六
） 

 

ポ
ル
ト
ガ
ル
人
を
長
崎
出
島
に
収
容 

 

寛
永
十
四
年
（
一
六
三
七
） 

 

島
原
・
天
草
一
揆
起
こ
る
（
～
十
五
年
） 

 

寛
永
十
六
年
（
一
六
三
九
） 

 

ポ
ル
ト
ガ
ル
船
の
日
本
来
日
禁
止 

 

寛
永
十
七
年
（
一
六
四
〇
） 

 

通
商
を
求
め
て
来
航
し
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
を
襲
撃 

 

寛
永
十
八
年
（
一
六
四
一
） 
 

オ
ラ
ン
ダ
商
館
を
平
戸
か
ら
出
島
に
移
す 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⇒

 

幕
府
の
意
図 

→

①
キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
根
絶 

②
幕
府
に
よ
る
海
外
貿
易
の
利
潤
独
占 

③
日
本
人
の
海
外
渡
航
禁
止 

 
→
 

鎖
国
を
意
図
せ
ず
、
２
０
０
年
続
く 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
↓
 

鎖
国
の
名
称 

ケ
ン
ペ
ル
著
『
日
本
誌
』
の
一
部
の
訳
本
日
本
名
『
鎖
国
論
』
（
オ
ラ
ン
ダ
語
通
訳

医
師
志
築
忠
雄
の
訳
）
享
和
元
年
（
一
八
〇
一
） 

↓
↓
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貿
易
と
情
報
収
集
の
実
態 

 
 

｛
主
貿
易
品
目
｝ 

 
 
 

輸
入
品
∥
生
糸
（
白
糸
）
・
甘
蔗
糖
（
サ
ト
ウ
キ
ビ
か
ら
作
る
砂
糖
）
朝
鮮
人
参
・ 

 
 
 
 
 
 
 

毛
織
物
・
麻
布
・
香
料
・
象
牙
・
鼈
甲
・
薬
種
・
書
籍
な
ど 

 
 

輸
出
品
目
∥
銀
・
銅 

次
第
に
減
少
＝ 

人
参
・
生
糸
・
砂
糖
の
国
内
生
産 

 

２ 

江
戸
時
代
の
対
外
国
の
窓
口 

 

（
四
つ
の
窓
） 

｛
貿
易
｝ 

 
 

対
馬  

(

宗
氏)  

→
←
 

朝
鮮 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

薩
摩 

（
島
津
氏
） 

→
←
 

琉
球
国 

 
 
 

 
 
 

松
前 

（
松
前
氏
） 

→
←
 

蝦
夷 

 
 
 
 

 
 
 

長
崎 

（
長
崎
奉
行
）
出
島 

←
 

オ
ラ
ン
ダ 

 

｛
情
報
｝ 

 
 

北
京→

漢ハ
ン

城ソ
ン→

釜
山

プ

サ

ン

北
京→

福
州→

琉
球→

薩
摩→

江
戸 

→

対
馬→

江
戸 

 

鴨
緑
江
近
く
義
州
の
噂
話 

長
崎
到
着
の
中
国
人
商
人→

唐
通
詞→

長
崎
奉
行→

江
戸 

オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
（
カ
ピ
タ
ン
）→

長
崎
オ
ラ
ン
ダ
通
詞→

長
崎
奉
行→

江
戸 

 

３ 

対
馬
と
朝
鮮 

 
 

① 

一
四
四
三
年
嘉
吉
条
約 

 

対
朝
鮮
貿
易
開
始 

 
 

② 

釜
山
の
倭
館
（
和
館
） 

 

貿
易
・
外
交
の
場
所
＝
朝
鮮
政
府
が
対
馬
人
を
収
容

す
る
た
め
の
施
設
と
し
て
設
け
た 

 
 
 
 
 

館
守
（
対
馬
藩
派
遣
）→

裁
判
（
朝
鮮
と
の
交
渉
に
あ
た
る
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

代
官
（
貿
易
と
経
理
担
当
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

東
向
寺
僧
（
書
記
） 

通
詞
な
ど
四
百
～
五
百
人 

③ 
 

唯
一
朝
鮮
と
交
渉
す
る
特
権
を
持
つ
藩 

④ 

朝
鮮
通
信
使
（
回
答
兼
刷
還
使
）
の
先
導
役 

 
 
 
 

江
戸
時
代 

 

十
二
回
来
訪 

 

誠
真
外
交 

 
 
 
 

初
回 

慶
長
十
二
年
（
一
六
〇
七
） 

⑤ 

対
朝
鮮
貿
易
の
特
権
で
藩
を
維
持 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

参
考
（
『
日
本
の
歴
史
』
９
巻
「
鎖
国
と
い
う
外
交
」
） 

 

４ 

竹
島
（
磯
竹
島
・
蔚
陵
島
）
一
件 

史
料 

 
 

幕
府
の
命 

→
 

対
朝
鮮
交
渉
の
窓
口 

対
馬
藩
の
朝
鮮
と
の
交
渉
経
過 
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元
禄
六
年(

一
六
九
三)

・
朝
鮮
人
の
竹
島
へ
の
出
漁
禁
止
を
求
め
た
外
交
交
渉
の
開
始 

→
 
 

 
し
か
し 
元
禄
九
年
（
一
六
五
九
）
・
日
本
人
の
竹
島
へ
の
渡
航
禁
止 

→

同
時
に
安
龍
福
・

ら
の
渡
航
。 

 
『
磯
竹
島
事
略
』『
元
禄
九
丙
子
年
朝
鮮
舟
着
岸
一
巻
之
覚
書
』 

『
竹
嶋
紀
事
』 
編
纂
年
は
享
保
十
一
年
（
一
七
二
六
）
。 

元
禄
六
年
（
一
六
九
三
）
～
十
二
年
（
一
六
九
九
）
の
交
渉
時
の
対
馬
藩
の
古
文
書
、
古
記

録
、
覚
書
な
ど
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
竹
島
（
磯
竹
島
・
蔚
陵
島
）
を
め
ぐ
る
朝
鮮
と
の
折

衝
、
幕
府
と
の
連
絡
報
告
な
ど
の
実
像
を
記
す 

 
 

（
一
巻
） 

 

元
禄
六
年
四
月
、
安
龍
福
、
朴
於
屯
米
子
に
着
す
。
六
月
鳥
取
着
。
二
人
を
長
崎
経
由
で
対

馬
か
ら
朝
鮮
国
へ
送
還
す
る
旨
幕
府
決
定
。
（
資
料
１
―
１
） 

 

安
龍
福
、
朴
於
屯
、
六
月
七
日
鳥
取
を
発
足
、
長
崎
六
月
三
十
日
到
着
。
長
崎
で
受
取
り
の

た
め
対
馬
か
ら
迎
護
到
着
す
る
が
、
長
崎
奉
行
所
と
の
見
解
違
い
で
受
け
取
り
延
期
。 

 

九
月
三
日
対
馬
到
着
。
九
月
四
日
二
人
へ
の
問
条
開
始
。
（
資
料
２
―
１
・
２
） 

こ
の
と
き
、
以
前
に
、
竹
嶋
又
は
磯
竹
嶋
と
も
い
う
島
に
磯
竹
弥
左
衛
門
、
仁
左
衛
門
と
申

す
も
の
が
住
ん
だ
の
で
、
当
方
で
召
し
捕
ら
え
差
出
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
時
、
公
儀

「
癸
酉
元
禄
六
年
五
月
十
三
日
、
江
戸
に
お
い
て
御
老
中
土
屋
相
模
守
様
よ
り
、
御
留
守
居
へ

仰
せ
渡
さ
れ
候
は
、
去
年
、
朝
鮮
人
竹
嶋
と
申
す
と
こ
ろ
へ
、
漁
と
し
て
ま
か
り
越
し
候
を
、

松
平
伯
耆
守
方
よ
り
見
届
け
、
重
ね
て
ま
か
り
越
さ
ず
候
よ
う
に
と
申
し
含
ま
れ
候
所
、
当
年

又
ゝ
朝
鮮
人
四
十
人
ほ
ど
ま
か
り
越
し
、
漁
い
た
し
候
ゆ
え
、
そ
の
う
ち
二
人
召
し
捕
ら
え
置

き
、
公
儀
へ
ご
案
内
に
及
び
候
に
付
き
、
す
な
わ
ち
長
崎
奉
行
所
へ
送
り
届
け
、
対
州
あ
い
届

け
ら
れ
候
よ
う
に
仰
せ
出
だ
さ
れ
候
、
委
細
、
長
崎
奉
行
所
よ
り
申
し
参
り
候
間
、
向
後
ま
か

り
越
さ
ざ
る
よ
う
に
と
対
州
へ
申
し
遣
わ
し
候
え
の
由
仰
せ
わ
た
さ
る
也
。
」 

「
竹
嶋
へ
ま
か
り
越
し
候
朝
鮮
人
の
儀
は
、
平
生
の
漂
流
人
と
違
い
長
崎
奉
行
所
よ
り
こ
の
方

へ
御
受
け
取
り
な
ら
れ
、
重
ね
て
竹
嶋
へ
ま
か
り
越
さ
ざ
る
よ
う
に
朝
鮮
へ
仰
せ
遣
わ
さ
れ
候

よ
う
に
仰
せ
を
蒙
む
ら
れ
る
質
人
の
心
持
に
候
ゆ
え
、
格
別
に
向
え
使
を
差
し
越
さ
れ
候
と
こ

ろ
、
長
崎
御
留
守
居
御
使
者
共
、
そ
の
心
付
け
な
く
、
御
奉
行
所
よ
り
江
戸
御
到
来
こ
れ
あ
り

候
ま
で
、
御
使
者
は
御
逗
留
の
儀
大
儀
に
思
し
召
し
、
あ
い
待
ち
候
も
又
は
帰
国
又
ゝ
ま
か
り

越
し
候
も
勝
手
次
第
と
こ
れ
あ
り
候
を
、
船
中
朝
鮮
人
警
護
無
之
候
て
も
不
苦
と
了
見
違
い
に

て
・
・
・
」 
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は
伯
耆
国
に
属
す
と
思
っ
て
い
た
な
ら
、
伯
耆
の
太
守
が
、
こ
の
住
居
し
た
者
を
捕
ら
え
、

差
し
出
す
よ
う
公
儀
は
言
う
べ
き
だ
が
、
そ
れ
を
対
馬
へ
仰
せ
付
け
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、

公
儀
は
竹
嶋
は
朝
鮮
と
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か 

 
 
 
 

公
儀
へ
聞
く
べ
き
と
の
意
見
出
る 

 
 
 
 
 

し
か
し 

す
で
に
質
人
を
返
す
こ
と
と
、
朝
鮮
人
が
竹
嶋
へ
渡
航
し
な
い
よ
う
朝
鮮
へ
伝
え
よ
と
公
命

が
出
て
い
る
か
ら
聞
く
わ
け
に
は
い
か
な
い 

そ
し
て 

十
月 

正
官
多
田
與
左
衛
門
以
下
渡
海
し
、
東

萊

に
着
す 

 
 
 

 

「
朴
同
知
申
し
候
は
、
竹
嶋
の
出
入
り
の
儀
大
切
に
存
じ
候
、
先
ご
ろ
朝
廷
方
へ
首
訳
共

召
し
寄
せ
ら
れ
申
し
聞
き
候
は
、
日
本
に
て
竹
嶋
と
申
す
島
は
い
つ
れ
の
方
角
に
こ
れ
あ
り 

候
や
、
朝
鮮
国
に
も
蔚
陵
島
と
申
す
嶋
こ
れ
あ
る
ゆ
え
、
も
し
、
こ
の
嶋
の
事
候
え
ば
、
た

し
か
に
朝
鮮
の
内
に
て
「
與
地
勝
覧
」
に
も
の
る
こ
れ
あ
り
候
、「
與
地
勝
覧
」
は
日
本
へ
渡

り
た
る
書
に
候
や
と
訊
ね
ら
れ
候
故
、
い
か
に
も
日
本
へ
わ
た
り
た
る
由
申
し
候
へ
ば
、
左

候
は
ば
、
い
よ
い
よ
、
日
本
も
よ
く
ご
存
知
の
こ
と
候
故
、
今
度
の
使
者
は
請
け
が
た
き
事

に
候
、
し
か
し
な
が
ら
、
日
本
に
て
竹
嶋
と
申
し
候
は
別
の
嶋
候
、
別
の
嶋
に
候
へ
ば
別
状

な
き
こ
と
候
間
、
御
返
答
も
相
替
わ
る
こ
と
こ
れ
な
き
由
申
さ
れ
候
故
、
首
訳
中
申
し
談
じ

候
は
、
日
本
に
竹
嶋
と
申
し
候
は
必
蔚
陵
嶋
の
義
に
候
へ
と
も
、
さ
よ
う
朝
廷
方
へ
申
し
候

て
は
至
っ
て
大
切
な
る
こ
と
に
存
じ
候
故
、
か
の
方
三
嶋
こ
れ
あ
り
候
、
一
は
蔚
陵
嶋
、
一

は
于
山
嶋
と
申
し
、
一
は
嶋
に
名
申
さ
ず
候
、
こ
の
内
い
つ
れ
に
て
も
日
本
に
て
竹
嶋
と
仰

せ
ら
れ
候
を
竹
嶋
に
相
決
め
候
て
、
外
の
嶋
を
朝
鮮
国
蔚
陵
嶋
に
用
い
申
し
候
え
ば
、
朝
廷

方
存
分
も
た
ち
、
日
本
向
き
も
御
首
尾
よ
く
相
す
み
申
す
こ
と
」 

  

申
し
掠
め
る
よ
う
な
仕
置
き
す
れ
ば→

大
切
な
る
事
に
な
る 

 

壬
申
の
乱
以
後
朝
鮮
は
捨
て
置
き
し
嶋→

日
本
よ
り
年
六
度
支
配
な
し
来
り 

「
礼
曹
参
判
へ
御
書
簡
を
も
っ
て
、
近
年
貴
国
の
船
、
日
本
の
内
、
竹
嶋
へ
ま
か
り
越
し
候
に

つ
い
て
、
重
ね
て
参
ら
ず
よ
う
に
申
し
つ
け
追
い
返
し
候
所
、
当
春
又
ゝ
貴
国
の
漁
民
四
十
人

ほ
ど
竹
嶋
へ
ま
か
り
越
し
漁
仕
り
候
ゆ
え
、
御
證
の
た
め
そ
の
内
二
人
召
し
捕
ら
え
終
始
の
よ

う
す
つ
ぶ
さ
に
、
領
主
よ
り
公
儀
へ
案
内
こ
れ
あ
り
候
へ
ば
、
今
度
の
儀
は
差
し
返
さ
れ
候
、

重
ね
て
か
の
地
へ
ま
か
り
越
さ
ざ
る
よ
う
に
堅
く
申
し
渡
す
べ
き
旨
、
公
儀
よ
り
仰
せ
つ
け
蒙

り
候
、
こ
の
ご
と
く
に
仕
形
至
っ
て
大
切
な
る
こ
と
に
候
条
、
き
っ
と
お
お
せ
付
け
ら
る
べ
く

候
、
す
な
わ
ち
両
人
の
者
今
度
送
り
返
し
、
右
の
趣
、
使
者
委
し
く
口
上
申
し
含
み
候
」 
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↓

 
 

已
然
他
国
の
地
に
て
捨
て
置
き
地 

 

年
久
し
く
こ
の
方
に
属
し
候 

 
 
 
 
 
 
 
↓

 
 

こ
の
方
の
地
で
あ
る↓

 

さ
す
れ
ば 

 

蔚
陵
嶋
を
竹
嶋
と
い
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。 

 
 
 
 

｛
漁
民
二
人
朝
鮮
へ
渡
す→

縄
か
け
捕
ら
え
ら
れ
る
｝ 

朝
鮮
側
接
尉
官 

 

対 
 

日
本
側
正
使 

（
間
に
立
つ
朝
鮮
人
訳
官
の
斡
旋
方
法
） 

 

訳
官
給
与
は
対
馬
か
ら
出
て
い
る 

 
 
 
 
 
 
 
↓

自
分
は
都
表
に
て
有
能
と
認
め
ら
れ
て
い
る
な
ど
い
う 

 

 

一
巻
終
了
ま
で
、
こ
の
書
簡
の
一
嶋
二
名
記
載
問
題
決
着
せ
ず
。 

  

（
二
巻
） 

同
年
九
月
十
二
日 

 

「
朝
鮮
の
江
原
道
蔚
珍
県
に
属
す
嶋
こ
れ
あ
り
、
蔚
陵
嶋
と
申
し
候
、
江
原
道
東
海
の
内

に
こ
れ
あ
り
候
へ
ど
も
、
風
波
険
し
く
船
道
宜
し
か
ら
ず
候
故
、
中
年
彼
嶋
の
民
を
外
へ
移

し
，
空
地
に
仕
置
き
、
時
々
官
人
を
遣
わ
し
彼
嶋
を
検
分
い
た
さ
せ
候
、
蔚
陵
嶋
の
山
々
峰

峰
樹
木
等
ま
で
地
方
よ
り
あ
い
見
え
、
山
川
土
地
の
広
狭
な
ら
び
に
民
居
の
旧
跡
土
産
の
品

な
ど
ま
で
、
わ
が
国
與
地
勝
覧
の
書
に
こ
れ
を
載
せ
、
代
々
相
伝
事
跡
明
白
に
こ
れ
あ
り
候
、

 

同
七
年
二
月 

対
馬
正
官 

多
田
與
左
衛
門
帰
国 

今
度
の
返
翰
此
方
よ
り
仰
せ
越
さ
ざ
る
蔚
陵
嶋
を
書
き
入
れ
候
儀
、
一
嶋
二
名
の
仕
立
て
に
候

へ
ば
以
来
に
至
り
相
済
ま
ざ
る
事
に
候
、 

蔚
陵
嶋
竹
嶋
一
嶋
に
て
候
段
ご
存
じ
な
き
体
に
て

こ
の
返
翰
差
し
上
げ
ら
れ
候
儀
大
切
な
る
事
に
候
、
定
め
て
御
吟
味
も
御
座
あ
る
べ
く
候
、
も

し
、
左
様
こ
れ
な
く
と
も
此
方
よ
り
一
嶋
に
て
も
御
座
在
る
べ
き
と
御
推
な
ら
れ
候
旨
仰
せ
あ

げ
ら
れ
ず
候
て
叶
わ
ざ
る
事
に
候
、
そ
の
時
に
い
た
り
て
、
竹
嶋
は
以
前
朝
鮮
の
蔚
陵
嶋
に
て

候
へ
ど
も
、
年
来
日
本
の
御
支
配
に
候
間
、
か
の
嶋
へ
朝
鮮
よ
り
渡
海
仕
ら
ず
候
よ
う
に
と
重

ね
て
重
ね
て
仰
せ
わ
た
さ
る
る
首
尾
に
至
り
て
は
、
そ
の
節
朝
鮮
の
返
答
に
よ
り
大
事
に
お
よ

び
候
か
、
又
は
、
左
候
は
ば
日
本
に
出
し
候
と
こ
れ
あ
り
て
も
如
何
し
く
候
（
略
）
竹
嶋
の
儀
、

権
現
様
以
来
因
幡
よ
り
支
配
仕
り
来
り
候
儀
、
紛
れ
御
座
な
く
候
の
処
、
彼
国
に
は
年
久
し
く

捨
て
置
き
候
嶋
を
元
わ
が
国
の
う
ち
と
申
す
べ
き
よ
う
こ
れ
な
く
候
、
し
か
る
と
こ
ろ
一
嶋
二

名
に
仕
立
て
、
紛
ら
わ
し
置
き
候
書
面
御
取
次
ぎ
成
ら
れ
候
て
は
、
御
不
念
に
罷
り
な
り
大
切

な
る
儀
に
候
、
急
度
こ
の
返
翰
指
し
返
し
蔚
陵
嶋
の
文
字
除
き
候
て
返
翰
あ
い
改
め
差
し
越
さ

れ
候
へ
と
、
厳
重
に
仰
せ
遣
わ
さ
れ
候 
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只
今
、
わ
が
国
海
辺
の
漁
民
と
も
嶋
へ
ま
か
り
越
し
候
所
、
存
じ
寄
ら
ざ
る
貴
国
の
人
犯
越

い
た
し
居
り
候
所
え
行
き
逢
い
、
か
え
っ
て
二
人
を
捕
ら
え
ら
れ
江
戸
へ
差
し
越
さ
れ
候
所
、

幸
い
に
貴
国
大
君
の
御
明
察
を
蒙
り
、
御
馳
走
を
も
っ
て
御
送
り
か
え
し
、
下
さ
れ
御
隣
交

の
御
丁
寧
尋
常
の
儀
こ
れ
な
く
候
段
、
誠
に
も
っ
て
感
心
仕
り
候
、
扨
、
右
わ
が
国
の
漁
民

ま
か
り
越
し
候
地
は
、
元
来
蔚
陵
嶋
と
申
す
嶋
に
て
二
つ
の
名
御
座
候
、
一
嶋
二
名
の
次
第

わ
が
国
の
書
籍
に
記
し
候
の
み
に
こ
れ
な
く
、
此
国
の
人
も
皆
存
知
た
る
事
に
候
所
、
こ
の

た
び
の
御
書
簡
に
竹
嶋
を
貴
国
の
地
と
思
し
召
し
、
わ
が
国
の
漁
民
彼
嶋
へ
参
り
候
儀
を
禁

制
い
た
し
候
様
に
と
仰
せ
下
さ
れ
、
貴
国
の
人
み
だ
り
に
わ
が
国
の
境
を
犯
し
、
わ
が
国
の

人
を
捕
ら
え
候
不
調
法
を
差
し
置
き
候
段
、
御
誠
信
の
道
を
欠
け
た
る
御
事
候
、
こ
れ
ら
の

趣
江
戸
表
へ
お
お
せ
上
げ
ら
れ
、
貴
国
の
海
辺
へ
厳
し
く
御
触
れ
成
ら
れ
、
以
来
貴
国
の
人

蔚
陵
嶋
へ
罷
り
越
し
申
さ
ず
様
仰
せ
つ
け
ら
れ
両
国
の
弊
端
出
来
申
さ
ざ
る
よ
う
に
な
ら
れ

下
さ
る
よ
う
の
趣
」 

朝
鮮
側
の
意
向 

→

蔚
陵
嶋
へ
日
本
人
が
来
な
い
よ
う
に
と
日
本
側
の
要
請
の
逆
を
主
張 

 

朝
鮮
側
の
攻
勢
と
変
化 

 

｛
質
人
両
人
江
戸
は
行
か
ず→

長
崎
を
江
戸
と
思
い
違
い→
そ
の
ま
ま
書
簡
に
記
す
誤
り
｝ 

 

同
七
年
十
一
月
十
六
日 

 

飛
船
到
着 

同
八
年
疑
問
の
点
を
何
度
か
問
い
正
す 

→

返
答
な
し 

 

與
左
衛
門
一
行
帰
国
す
る 

元
来
朝
鮮
国
明
白
に
日
本
人
七
八
十
年
来
蔚
陵
嶋
へ
罷
り
越
え
漁
い
た
し
候
事
を
存
じ
な
が

ら
、
只
今
日
本
人
境
を
越
え
て
蔚
陵
嶋
へ
ま
か
り
越
し
候
と
申
す
こ
と
を
申
し
聞
き
お
か
ざ
る

儀
、
元
来
彼
国
の
不
吟
味
と
候
故
、
竹
嶋
一
件
の
事
お
こ
り
候
節
、
彼
方
よ
り
最
初
は
主
な
き

嶋
の
よ
う
に
申
し
成
り
置
き
、
後
に
い
た
り
急
度
わ
が
国
の
蔚
陵
嶋
と
申
さ
れ
る
段
前
後
不
都

合
の
こ
と
に
候
（
略
）
最
初
に
は
主
な
き
嶋
の
よ
う
に
申
し
置
き
、
使
者
再
度
に
至
り
、
俄
か

に
申
し
分
を
変
え
、
日
本
人
境
を
犯
し
わ
が
国
の
蔚
陵
嶋
へ
参
り
候
と
、
も
っ
ぱ
ら
此
方
を
咎

め
無
礼
な
る
申
し
分
に
て
は
、
八
十
年
来
無
念
に
い
た
し
置
き
候
所
を
毛
頭
自
ら
咎
め
る
の
意

あ
い
見
え
ず
候 

   

対
馬
守
殿
（
霊
光
院
）
御
事
去
六
月
よ
り
病
気
差
発
色
々
保
養
い
た
さ
れ
候
へ
ど
も
験
な
く

候
て
先
月
二
十
七
日
御
逝
去
い
た
さ
れ
候 
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● 
公
命
と
し
て
、
嶋
を
八
十
年
来
の
よ
う
に
属
嶋
と
し
、
朝
鮮
人
の
渡
海
を
禁
じ
る
主
張
で

い
た
が
、
一
嶋
二
名
の
説
な
ど
を
出
さ
れ
、
進
退
窮
ま
る
二
年
を
過
ご
す
。 

（
三
巻
） 

元
禄
八
年
六
月 

 

現
状
打
開
が
見
出
せ
ぬ
ま
ま
、
藩
内
で
の
相
談
、
議
論
が
な
さ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
対
応
策

や
、
批
判
な
ど
が
出
る 

 
 
 
 
 
↓

 

「
公
儀
へ
御
伺
い
あ
そ
ば
さ
れ
候
事
」
の
提
言 

同
年
七
月
十
二
日 

 
 

滝
六
郎
右
衛
門
差
し
上
げ
候
書
簡 

 

同
年
十
一
月
か
ら
家
老
平
田
直
右
衛
門
が
交
渉
を
開
始
す
る
。
（
資
料
１
―
２
） 

 

『
磯
竹
島
事
略
』
幕
府
が
編
纂
し
た
も
の
。
二
冊
。
編
纂
年
不
詳 

乾
の
巻 

こ
れ
ま
で
の
往
復
書
簡 

坤
の
巻 

朝
鮮
釜
山
和
館
の
対
馬
藩
の
人
数
、
役
割
は
ど
の
状
況
調
べ
や
「
與
地
勝
覧
」「
芝

峰
類
説
」
な
ど
朝
鮮
側
資
料
の
点
検
な
ど 

 

同
八
年
十
二
月
二
十
四
日
（
幕
府
～
伯
耆
守
へ
の
問
い
合
わ
せ
） 

同
九
年
一
月
二
十
八
日 

（
伯
耆
守
の
返
答
） 

松
島
の
記
述 

幕
府
か
ら
松
平
伯
耆
守
へ
の
問
い
合
わ
せ
と
返
答
（
資
料
３
） 

  

（
略
）
御
吟
味
の
上
を
以
っ
て
御
極
め
遊
ば
さ
れ
、
委
細
に
仰
せ
上
げ
ら
れ
た
く
御
事
の
よ

う
に
存
じ
奉
り
候
、
左
候
へ
ば
、
か
え
っ
て
御
職
分
の
御
規
模
に
も
ま
か
り
な
る
べ
く
と
恐
れ

な
が
ら
存
じ
奉
り
候
、
も
し
、
軽
く
お
お
せ
あ
げ
ら
れ
、
公
儀
に
も
軽
く
思
し
召
し
あ
げ
ら
れ
、

万
一
、
仰
せ
出
だ
さ
れ
候
趣
、
只
今
の
朝
鮮
の
成
り
行
き
よ
り
軽
く
取
り
扱
わ
れ
候
様
に
な
ど

と
御
座
候
て
は
、
彼
方
の
存
じ
い
れ
、
往
々
至
っ
て
大
切
な
る
御
事
の
よ
う
に
存
じ
候 

 

同
年
十
月 

 
 

藩
主
参
府
、
竹
嶋
一
件
再
度
の
書
簡
写
し
差
し
上
げ
ら
れ
、
跡
の
御
処
置
い

か
が
遊
ば
さ
れ
哉
の
儀
、
御
老
中
安
部
豊
後
守
様
ま
で
、
委
細
御
伺
い
の
趣
仰
せ
あ
げ
ら
る
な

り 
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幕
府
か
ら
松
平
出
羽
守
へ
の
問
い
の
返
答 

 
 

（
資
料
４
） 

幕
府
か
ら
松
平
伯
耆
守
へ
の
竹
嶋
渡
海
禁
止
命 

（
資
料
４
） 

 

正
式
申
し
渡
し
以
前
の
折
衝
の
中
で
の
話 

  

竹
嶋
へ
の
渡
航
禁
止
。
大
谷
・
村
川
両
家
の
損
失 

そ
の
後 

● 

安
龍
福
一
行
到
着
（
五
月
二
十
日
隠
岐
）
「
村
上
家
文
書
」 

● 

対
馬
藩
と
鳥
取
藩 

● 

対
馬
藩
と
朝
鮮
王
朝 

● 

対
馬
藩
と
幕
府 

元
禄
九
年
正
月
廿
八
日 

天
龍
院
公
御
登
城
御
暇
御
拝
領
遊
ば
さ
れ
候
上
、
御
白
書
院
に
お
い
て
御
老
中
御
四
人
御
列
座

に
て
、
戸
田
山
城
守
様
竹
嶋
の
儀
に
付
き
、
御
覚
え
書
一
通
御
渡
り
成
ら
れ
、
先
年
以
来
伯
州

米
子
町
人
両
人
竹
嶋
へ
罷
り
越
し
漁
い
た
し
候
所
、
朝
鮮
人
も
彼
嶋
へ
参
り
漁
い
た
し
、
日
本

人
入
り
混
じ
り
無
益
の
こ
と
に
候
間
、
向
後
米
子
の
町
人
渡
海
の
儀
差
し
止
め
ら
れ
候
と
の
御

儀
仰
せ
渡
さ
れ
候 

 

 
 

 

同
年
正
月
九
日
、
十
一
日 

 
 
 

口
上
覚 

竹
嶋
の
儀
松
平
伯
耆
守
へ
あ
い
訊
ね
候
処
、
竹
嶋
は
因
幡
伯
耆
へ
付
属
と
申
す
に
て
も
こ
れ
な

く
、
米
子
の
町
人
両
人
願
い
出
、
松
平
新
太
郎
因
幡
伯
耆
領
知
の
時
分
伺
い
こ
れ
あ
り
て
、
竹

嶋
へ
米
子
の
町
人
あ
い
越
し
猟
い
た
し
来
る
よ
し
に
候
、
し
か
ら
ば
朝
鮮
国
の
嶋
を
日
本
へ
取

候
と
申
す
わ
け
に
も
あ
い
聞
か
ず
候
、
道
程
の
儀
承
り
候
へ
ば
、
竹
嶋
よ
り
朝
鮮
へ
お
お
よ
そ

四
十
里
余
ほ
ど
、
伯
耆
へ
は
百
六
十
里
ほ
ど
こ
れ
あ
る
由
に
候
、
朝
鮮
へ
格
別
ほ
ど
近
く
候
故
、

朝
鮮
国
の
境
蔚
陵
嶋
に
て
も
是
あ
る
べ
き
や
と
存
じ
候
、
そ
れ
と
も
、
日
本
へ
取
り
候
し
る
し

も
こ
れ
あ
り
候
か
、
又
日
本
人
居
住
等
仕
り
候
者
、
い
ま
さ
ら
朝
鮮
へ
遣
わ
し
が
た
き
事
に
も

候
へ
ど
も
、
左
様
の
儀
も
前
々
い
よ
い
よ
こ
れ
な
き
に
お
い
て
は
、
此
方
よ
り
竹
嶋
の
儀
構
い

こ
れ
な
き
の
わ
け
に
仕
り
し
か
る
べ
き
哉
の
事 

 


